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高齢者虐待・障害者虐待・障害者差別における既存の会議体について

高齢者虐待に係る
政策の形成

理念の普及啓発

高齢者に係る
政策の形成

（高齢者虐待除く）

高齢者虐待に係る
事案の解決

支援者の能力向上

地域個別ケア会議
年4回×15地域

地域包括ケア推進会議
年2回×15地域

地域ケア会議
年2回

高齢者虐待防止ネット
ワーク会議 年2回

高齢者虐待防止ネット
ワーク担当者会議

年6回（3件×6回＝18件）

高齢者虐待防止ネットワーク個別事例検討会
年12回×3圏域（全件）

虐待防止連携推進会議
年1回

三虐待に係る
政策の形成

理念の普及啓発

障害者虐待に係る
政策の形成

理念の普及啓発

障害者虐待に係る
事案の解決

支援者の能力向上

障害者虐待防止ネットワーク会議
年2回

障害者虐待防止ネットワーク担当者会議
年6回（全件）

障害者虐待防止ネットワーク コアメンバー会議
年12回（全件）

障害を理由とする
差別の解消

◎役 割 ：市レベルの課題の解決
・地域レベルでは解決できない課題
・市全体で対応すべき課題

◎メンバー：関係団体・機関の代表等
◎事務局 ：松戸市(基幹型地域包括支援センター)

◎役 割 ：地域レベルの課題の解決
・個別事例の検討から把握された課題
・地域の専門職・関係者が把握した課題

◎メンバー：地域の専門職・関係者、
地域包括支援センター（事務局）

◎役 割 ：個別事例の課題の解決
専門職への職務を通じたトレーニング

◎メンバー：個別事例に関係する幅広い地域の
専門職等（医療・介護関係者以外も含む）、
地域包括支援センター（事務局）

地域課題を明らかにし、
普遍化をはかる

地域課題を整理し、
市レベルの課題を検討

検討結果を個別支援に
フィードバック

1

地域ケア会議について

地域の意向・実情に応じて、人と人、人と資源が世代を超えて住民主体の活動を活発化し、地域の課題を地域で解
決するとともに、日常生活圏域全体や市全域で解決すべき課題については、地域ケア会議に接続することによって、
効果的・効率的に、社会資源の把握・開発など、生活支援体制の整備を推進していくことを目的としている。



２

テーマ別の地域課題について

テーマ

１．認知症 ４．国際 ７．移動支援 １０．医療・介護連携

２．介護予防 ５．ペット ８．見守り １１．権利擁護

３．他分野・地域共生 ６．生活支援 ９．災害 １２．地域包括ケアシステム

令和４年度 第１回松戸市地域ケア会議 資料２より抜粋

個別ケア会議
自立支援型個別ケア会議

推進会議
個別ケア会議

自立支援型個別ケア会議
推進会議　

普
及
啓
発

〇認知症サポーター養成講座
〇地域の方向けに権利擁護に関する研
修会を開催
○子育てライン等コミュニケーション
ツールの普及啓発

〇成年後見制度の普及啓発
〇虐待防止条例の普及啓発

取
組
検
討

〇関係者が意思決定支援に対する共通
認識を持ち、支援する

〇毎日の金銭管理をする制度

12.権利擁護

〇成年後見制度の利用や意思決
定支援が重要
〇自ら助けを求めることができ
ない

●支援体制の不足
〇権利擁護の普及啓発(個32）
〇日常生活上必要な毎日の金銭
管理をする制度がない（個37）
〇インフォーマルサービスも含
めた多面的に支援するための体
制が不十分（自11）

(3)市レベルの課題
テーマ

(1)地域で起きている問題と課題
(2)推進会議で話し合われた

地域での対応方針

◎事例
・本人は独居であり、軽度認知症である。親族がキーパーソンとなり、本人を支援しているが、キーパーソンがケアマネや介護保険サービ

スに対する不満があり、たびたび事業所の変更をしていた。本人は納得しているとのことだったが、約１ヶ月間不穏な状態であった。
その後もキーパーソンからの依頼により事業所の変更が続いている。

・本人は独居であり、子は他県に住んでおり、月２回訪問し、支援をしている。週３日はデイサービスとヘルパーを利用。ヘルパーが入ら
ない日に、本人が数人分のお弁当を購入している。現金を押し入れに隠したり、ごみ箱に捨てていることがある。自身ではそのことを忘
れてしまい、子に「お金がない」と連絡してしまう。


表紙

		


　地域レベルの会議における主な議論のまとめ
　（地域の課題および市の課題） チイキ カイギ オモ ギロン チイキ カダイ シ カダイ



























































										テーマ

				●支援体制の不足
〇権利擁護の普及啓発(個32）
〇日常生活上必要な毎日の金銭管理をする制度がない（個37）
〇インフォーマルサービスも含めた多面的に支援するための体制が不十分（自11） シエンタイセイ フソク ニチジョウ セイカツ ジョウ ヒツヨウ マイニチ キンセンカンリ セイド						〇認知症サポーター養成講座
〇地域の方向けに権利擁護に関する研修会を開催　
○子育てライン等コミュニケーションツールの普及啓発

										 １．認知症

										 ２．介護予防

										 ３．多分野・地域共生

										 ４．国際

										 ５．ペット

										 ６．生活支援

										 ７．移動支援

										 ８．孤立・孤独対策　

										 ９．見守り

										 10．災害

										 11．医療・介護連携

										 12．権利擁護

										 13．消費者被害防止

										 14. 地域包括ケアシステム



　(1)地域で起きている問題と課題は、0～14のテーマに分類し、地域個別ケア会議と
　　地域包括ケア推進会議で話し合われた内容をそれぞれ記載した。

　(2)地域での対応方針は、地域包括ケア推進会議で挙げられたものを内容に応じて、　　
　　「実態把握」、「普及啓発」、「連携強化」、「取組検討」の４つに分け、さらに　　
　　取組状況として「すでに取組んでいる」ものについては、下線を引いて記載した。

　(3)市レベルの課題は地域個別ケア会議と地域包括ケア推進会議で挙げられたものを
　　それぞれ記載した。
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松戸市地域ケア会議におけるテーマ



入力用(不要セル削除して使用)

		テーマ		(1)地域で起きている問題と課題 チイキ オ モンダイ カダイ				(2)推進会議で話し合われた
地域での対応方針 スイシンカイギ ハナ ア チイキ タイオウ ホウシン				(3)市レベルの課題 シ カダイ				推進会議で話し合われた地区 スイシンカイギ ハナ ア チク

				個別ケア会議
自立支援型個別ケア会議 コベツ カイギ ジリツ シエン ガタ コベツ カイギ		推進会議 スイシンカイギ						個別ケア会議
自立支援型個別ケア会議 コベツ カイギ ジリツ シエン ガタ コベツ カイギ		推進会議　 スイシンカイギ

		0.新興感染症		●コロナ禍での外出機会減少
〇コロナ禍のため、サロン(難病の会など)や顔なじみの集まりが開催できていない（個45）
〇コロナ禍でもご自身のペースで体操・外出したいと思っているが、活動の場が少なく、外出機会が減っている(自7)
●コロナ禍の見守り体制
〇感染症対策をとりながら見守りを行う体制づくり（個51）
○コロナ禍で支援者を自宅にあげることに抵抗があり、支援が滞っている（個53） コ カ ジシン タイソウ ガイシュツ オモ カツドウ バ スク ガイシュツ キカイ ヘ ジ カ ミマモ タイセイ カンセンショウタイサク ミマモ オコナ タイセイ カ シエンシャ ジタク テイコウ シエン トドコオ コ				普及啓発 フキュウケイハツ				〇個々が感染症を正しく恐れ、感染症対策をとりながら活動を継続できるための情報提供 ココ カンセンショウ タダ オソ カンセンショウタイサク カツドウ ケイゾク ジョウホウテイキョウ

		1.認知症 ニンチショウ		●認知症の普及啓発
〇若年性認知症に関する地域住民の理解（個７）
〇認知症の理解促進（個15,37,48,自18）
〇家族会や当事者の会の周知（自18）
〇認知症の本人や家族を支える社会支援の周知（自6）
●地域環境
〇認知症夫婦世帯が増加(個5)
〇地域との関わり（個37）
●支援体制の不足
〇地域での見守り（個4,11,12,21,48,自2）
〇商店との良好な関係作り（個4,36,37）
〇正しい服薬(個5,27,28,29)
〇若年性認知症の方の仕事や活動の場の不足（個7）
〇かかりつけ薬局制度の推進（個27）
〇安全かつ安心して過ごせるためのつながり（個39）
〇本人、家族の傾聴支援(個40)
●居場所の不足
〇活躍出来る場の整備（個27,28,35） カン セイビ		
〇公的サービスを利用することで地域や社会とのつながりが希薄になる		実態把握		〇認知症の症状と対応の情報共有						五香松飛台
小金 ゴコウマツヒダイ コガネ

								普及啓発 フキュウケイハツ				〇若年性認知症の普及啓発
〇医療、薬の情報が一元管理できるシステムの普及啓発
〇商店への認知症の普及啓発 フキュウ ケイハツ ショウテン ニンチショウ フキュウ ケイハツ		○感染症対策の普及啓発
〇認知症サポーター養成講座の普及啓発

								連携強化 レンケイキョウカ		○民生委員との連携
○回覧板等の地域の声掛け		〇家庭で多くの問題を抱えている方への支援・連携

								取組検討 トリクミケントウ		○オンラインの活用
○社会参加のきっかけ作り		〇服薬管理できない認知症高齢者のための新しい社会資源
〇服薬器機のお試し等のサービスの充足
〇若年性認知症の方に対する社会資源
〇活躍出来る場を地域に設ける
〇認知症本人及び家族を含めた傾聴支援
〇インフォーマルサービスの充実
〇商店との見守りネットワークの強化 カタ タイ シャカイシゲン ジュウジツ ショウテン ミマモ キョウカ		○オンラインの推進
○バリアフリーな環境整備

		2.介護予防 カイゴヨボウ		●セルフケアに対する啓発および社会資源の不足
〇高齢者のセルフケアを促す工夫(個14,26,54,55,自1,5)
〇コロナ禍での外出機会の減少(個55) タイ ケイハツ コ コ				取組検討 トリクミケントウ				
〇自発的な活動を促すための場づくり
〇オンラインを活用した機能訓練を行うための体制づくり ジハツテキ カツドウ ウナガ バ カツヨウ キノウクンレン オコナ タイセイ

		3.多分野・
         地域共生 タブンヤ チイキキョウセイ		●障害や認知症等の理解
〇若年性認知症と思われる方の社会参加（個7）
〇疾病により他者との交流が難しく、生活に支障をきたしている方への支援（個16）
●公的サービスでは補いきれない支援の不足
〇生活が破綻する中、介護、障害制度に該当しない方への支援（個13）
●多問題を抱える世帯への支援
○キーパーソン不在で認知症が進行している高齢者の支援（個17,34,54）
〇親の介護で就労できない子と高齢者の経済的支援（個24,自3） ショウガイ ニンチショウ ナド リカイ ジャクネンセイ ニンチショウ オモ カタ シャカイ サンカ コ シッペイ タシャ コウリュウ ムズカ セイカツ シショウ カタ シエン コ コウテキ オギナ シエン フソク セイカツ ハタン ナカ カイゴ ショウガイ セイド ガイトウ カタ シエン コ フザイ ニンチショウ シンコウ コウレイシャ オヤ カイゴ シュウロウ コ コウレイシャ ケイザイテキ シエン コ ジ		
●認知症高齢者が地域で暮らしつづけるための体制づくりが必要
〇独居高齢者の認知症進行により近隣住民が金銭管理等の援助を行っている。
●多問題を抱える世帯への支援不足
〇複合課題を抱えた世帯に地域が気づかない、気づいていても相談に繋がらない ニンチショウ コウレイシャ チイキ ク タイセイ ヒツヨウ ドッキョコウレイシャ ニンチショウ シンコウ キンリンジュウミン キンセンカンリ トウ エンジョ オコナ フクゴウカダイ カカ セタイ チイキ キ キ ソウダン ツナ		実態把握 ジッタイハアク				〇独居高齢者の情報を把握するための体制づくり				五香松飛台 ゴコウマツヒダイ

								普及啓発 フキュウケイハツ				〇若年性認知症に対する理解
〇障害者に対する理解促進 ジャクネンセイ ニンチショウ タイ リカイ ガイ タイ		〇近隣住民同士のつながり強化の重要性について啓発

								連携強化 レンケイキョウカ		〇担当者会議等でインフォーマルサービス含めた役割分担を行い、地域住民の協力を得ながら認知症高齢者が地域で暮らすための支援を行う。
〇｢地域共生」について横につながる体制づくり タントウシャカイギ トウ フク ヤクワリブンタン オコナ チイキジュウミン キョウリョク エ ニンチショウ コウレイシャ チイキ ク シエン オコナ ヨコ		〇支援者同士の連携強化に向けた体制づくり
〇子世代の自立に向けた連携と支援 レンケイ キョウカ ム タイセイ コセダイ ジリツ ム レンケイ シエン		〇複合的な課題に対応する際の支援者の役割分担の明確化 タイオウ メイカクカ

								取組検討 トリクミケントウ				〇地域住民の見守り体制の構築 ジュウミン

		5.ペット				●飼育が困難となった場合の社会資源の不足
〇高齢者は身体・認知機能の低下によりペットの飼育が困難になることが多いが、ペットに関する地域資源がなく、自助に頼らざるをえない状況である。 シイク コンナン バアイ シャカイシゲン フソク コウレイシャ シンタイ ニンチキノウ テイカ シイク コンナン オオ カン チイキシゲン ジジョ タヨ ジョウキョウ		普及啓発 フキュウケイハツ		〇飼い主の意識向上をめざす。				○高齢者のペット飼育について知識の普及 コウレイシャ シイク チシキ フキュウ		新松戸 シンマツド

								連携強化 レンケイキョウカ		〇飼い主同士の交流の場を検討。 カ ヌシ ドウシ コウリュウ バ ケントウ

								取組検討 トリクミケントウ						○経済的理由から有料サービスに預けることのできない飼い主への支援 ケイザイテキリユウ ユウリョウ アズ カ ヌシ シエン

		6.生活支援		●在宅生活全般を支える
〇空調管理、火の不始末等心配される認知症高齢者への支援（個1,4,11,13,16）
〇認知症の方と判断力の低い介護者に対する支援（個5,34,41,54）
〇在宅生活に強いこだわりを持つ高齢者を支える（個33,38,自17）
〇家事の習慣がない独居高齢者の自立支援に向けた支援（個46）
●介護者の負担軽減
〇介護負担がある家族等への支援（個3,9,12,32,40,44,50）
〇認知症に対する理解が低い家族への支援（個15,45,49,自18）
〇介護により就労できず、生活に支障をきたしている（個24）
●資源とゴミの分別
〇ごみを捨てられない高齢者への支援（個25,自10,14）
●生活困窮者の暮らしを支える
〇家電があれば自立可能な生活困窮者への支援（個26）
〇負債で適切なケアが受けられない高齢者への支援（個31） ザイタクセイカツ ゼンパン ササ クウチョウ カンリ ヒ フ トウ シンパイ ニンチショウ コウレイシャ シエン コ ニンチショウ カタ ハンダンリョク ヒク カイゴシャ タイ シエン コ ザイタクセイカツ ツヨ モ コウレイシャ ササ コ ジ カジ シュウカン ドッキョ コウレイシャ ジリツシエン ム シエン コ カイゴシャ フタンケイゲン カイゴ カゾク トウ シエン コ ニンチショウ タイ リカイ ヒク カゾク シエン コ ジ カイゴ シュウロウ セイカツ シショウ コ シゲン ブンベツ ス コウレイシャ シエン コ ジ セイカツコンキュウシャ ク ササ カデン セイカツコンキュウ シエン コ フサイ テキセツ ウ コウレイシャ シエン コ		●ゴミ出し、分別が困難な高齢者への支援
〇ゴミ出し、分別が困難な高齢者への支援が必要。
●資源の有効活用に関する取組み
〇買い物依存症の高齢者が所有する大量の衣類を資源として活用する仕組みがない。
〇家電があれば自立生活が可能だが、経済的に困窮しており必要物品を購入することができない。
●外出困難な方に対する生活支援
〇ADL低下で外出ができず、受診、買い物等ができない。
●精神面の悪化を原因とする身体状況悪化防止に向けた取組み
〇配偶者の急死で身体状況が悪化し、生活に影響が出ている。 ダ ブンベツ コンナン コウレイシャ シエン ダ ヒツヨウ シゲン ユウコウカツヨウ カン カ モノ イゾンショウ コウレイシャ ショユウ タイリョウ イルイ シゲン カツヨウ シク カデン ジリツ セイカツ カノウ ケイザイテキ コンキュウ ヒツヨウブッピン コウニュウ ガイシュツ コンナン カタ タイ セイカツシエン テイカ ガイシュツ ジュシン カ モノ トウ セイシンメン アッカ ゲンイン シンタイジョウキョウアッカ ボウシ ム ハイグウシャ キュウシ シンタイジョウキョウ アッカ セイカツ エイキョウ デ		実態把握 ジッタイハアク		〇ゴミ屋敷となる原因や実態の把握を行い、住民間でも共有する。
〇下取りできる場所、安く購入できる場所について情報収集を行う。 ヤシキ ゲンイン ジッタイ ハアク オコナ ジュウミンカン キョウユウ シタド バショ ヤス コウニュウ バショ ジョウホウシュウシュウ オコナ		〇介護離職となっている世帯の把握。 カイゴリショク セタイ ハアク				明２西
本庁
常盤平
六実六高台
新松戸 アキラ ニシ ホンチョウ トキワダイラ ムツミロッコウダイ シンマツド

								普及啓発 フキュウケイハツ		〇ゴミ出しアプリの普及啓発
〇環境業務課へのパートナー講座依頼
〇研修会等で「老い」や「死」と向き合うための機会をつくる ダ フキュウ ケイハツ カンキョウ ギョウムカ コウザ イライ ケンシュウカイ トウ キカイ		〇認知症高齢者に対する理解
〇権利擁護の普及啓発 ニンチショウ コウレイシャ タイ リカイ ケンリヨウゴ フキュウケイハツ		〇ふれあい収集の周知
〇ゴミ出し、分別に関するよりわかりやすい情報提供
〇通勤、通学時にゴミ出しができる支援団体の立ち上げ シュウシュウ シュウチ ダ ブンベツ カン ジョウホウテイキョウ ツウキン ツウガクジ ダ シエンダンタイ タ ア

								連携強化 レンケイキョウカ		〇移動スーパーによる買い物支援
〇出張相談窓口の実施 イドウ カ モノシエン シュッチョウ ソウダンマドグチ ジッシ		〇認知症高齢者の見守り体制
〇介護者のつどい ニンチショウ コウレイシャ ミマモ タイセイ カイゴシャ		〇移動スーパーとの連携 イドウ レンケイ

								取組検討 トリクミケントウ		〇高齢者がわかりやすい分別一覧表の作成
〇不要な資源と購入希望者のマッチングへの体制づくり。 タイセイ		〇経済的な余裕のない方に対するゴミ捨ての支援、資源活用の支援 ケイザイテキ ヨユウ カタ タイ ス シエン シゲンカツヨウ シエン		〇不用品と購入希望者のマッチングに向けた体制づくり。
 フヨウヒン コウニュウキボウシャ ム タイセイ

		7.移動支援		〇玄関までの階段数が多く外出機会が制限されている(個22）
〇家族の免許返納後の移動手段がない（個45）				普及啓発 フキュウケイハツ				インフォーマルサービスの周知

		8.孤立・孤独
対策 コリツ コドク タイサク		●様々な属性・ニーズに応じた居場所の不足
〇コロナ禍により集いが開催できていない(自7,8,9）
○視覚に不安のある方の集まりやオンラインでの集まりがない(個24)
〇気軽に立ち寄れる地域の居場所が少ない(個26)
〇共に食事を食べるという内容の社会資源が少ない(個27)
〇認知症や難聴などコミュニケーションが取り難く、社会参加が困難な独居高齢者が増えている(個54)
〇高齢の本人と未婚の子の世帯へのアプローチの困難さ(個47）
〇配偶者を亡くした方のピアカウンセリングの場の不足(個8)
〇介護離職に追い込まれる（個24,自3） コ カイゴリショク オ コ コ ジ		〇生きがいを持てる居場所づくり
〇担い手(地域活動者)確保に係る課題
〇高齢者のみならず誰でも集える居場所づくり コウレイシャ ダレ ツド イバショ		実態把握 ジッタイハアク		○既存の活動している資源を把握する
〇必要な居場所や役割を把握し、支え手を増やす等の意見を地域で共有						矢切
常盤平団地
五香松飛台
小金
新松戸 ヤギリ トキワダイラ ダンチ ゴコウ マツヒダイ コガネ シンマツド

								普及啓発 フキュウケイハツ						○感染症対策の普及啓発

								連携強化 レンケイキョウカ		○社会との繋がりがない方へ、信頼している主治医から社会的処方（薬の処方のように）をしてもらい、介護保険や社会資源へ繋ぐシステム		〇地縁団体などの確立、理解と働きかけ		○社会との繋がりを処方する“社会的処方”の推進

								取組検討 トリクミケントウ		○正しい感染対策をしり再開に向けた取組みを考える		〇パソコンやオンラインでの新しい体操教室や趣味活動の集いの場
〇若年性認知症の方の仕事や活動の場、その他の社会資源が不足している
〇家族の死をきっかけにフレイルが急速に進む高齢者への対策（精神的ケアや生活支援など）
〇活躍出来る場を地域に設ける（有償ボランティアする場等）
〇所属の欲を発散できる場が必要（フリーマーケットや直接的な譲渡等）		○正しい感染対策をしり再開に向けた取組みを考える
○回覧板等の地域の声掛け
○オンラインの活用
○バリアフリーな環境

		9.見守り ミマモ		●支援を必要とする方の地域での見守り
〇独居高齢者の地域での見守り(個1,4,11,39,20)
〇認知症高齢者の地域での見守り(個1,4,10,11,14,21,29,39,48)
〇独居・認知症高齢者が消費者被害に合わないための見守り（個2,6）
〇家族を失った高齢者への地域での手助け（個8）
〇制度の狭間にある方を支える地域の社会資源や見守り体制が必要（個13）
●認知症や障害のある方が安心して暮らせる地域づくり
〇障害のある高齢者が安心して生活するための地域での関わり（個16）
〇精神症状のある高齢者の地域での対応方法（個19,23）
〇若年性認知症の地域での見守り（個49） シエン ヒツヨウ カタ チイキ ミマモ ドッキョ コウレイシャ チイキ ミマモ ニンチショウ コウレイシャ チイキ ミマモ コ ドッキョ ニンチショウ コウレイシャ ショウヒシャ ヒガイ ア ミマモ コ カゾク ウシナ コウレイシャ チイキ テダス コ セイド ハザマ カタ ササ チイキ シャカイ シゲン ミマモ タイセイ ヒツヨウ ニンチショウ ショウガイ カタ アンシン ク チイキ ショウガイ コウレイシャ アンシン セイカツ チイキ カカ コ セイシン ショウジョウ コウレイシャ チイキ タイオウ ホウホウ コ ジャクネンセイ ニンチショウ チイキ ミマモ コ		〇消費者被害未然防止のための普及、啓発。
〇認知症高齢者に対する地域での見守り
〇介護者の孤立を防ぐ
〇コロナ禍で町会活動が休止し続けているなかで顕在化する課題への対応
〇地域と繋がりが希薄である場合緊急時に助け合うことができない可能性がある。 ニンチショウ コウレイシャ タイ チイキ ミマモ カイゴ シャ コリツ フセ カ ツヅ ケンザイカ カダイ タイオウ バアイ		実態把握 ジッタイハアク		○つながりのない人の把握、地域住民との関係作り。
〇適切な情報を収集できる様にする。						明１
五香松飛台
小金原
馬橋西
 アキラ ゴコウ マツヒダイ コガネハラ マバシ ニシ

								連携強化 レンケイキョウカ		○消費者被害の未然防止、被害の早期発見、早期報告ができる見守りネットワークの構築。
〇コロナ禍でも十分な対策を講じた上でクリーンデーなどが重要な活動の場となっており、町会長が窓口となり挨拶や声かけを行う。		〇独居の方を見守るネットワークづくり
〇コロナ禍であっても地域での助け合いや見守りのできる関係づくり ドッキョ カタ ミマモ カ チイキ タス ア ミマモ カンケイ		
〇問題が複合化しているケースが多く、支援者側の横のつながりを構築する体制
 オオ コウチク タイセイ

								普及啓発 フキュウケイハツ		〇認知症の症状や対応方法を認知症サポーター養成講座等を通じて周知し、地域での対応を協議する
○ピアカウンセリング紹介 ニンチショウ ショウジョウ タイオウ ホウホウ ニンチショウ ヨウセイコウザ トウ ツウ シュウチ チイキ タイオウ キョウギ		〇消費者被害未然防止に向け、積極的に普及・啓発を行う必要がある ショウヒシャ ヒガイ ミゼンボウシ ム セッキョクテキ フキュウ ケイハツ オコナ ヒツヨウ		○電話ｄｅ詐欺撃退機器の普及啓発促進。
○消費者被害未然防止のための普及、啓発活動の促進。○相談窓口の紹介
○オレンジ協力員、認知
症ケアパスの普及啓発
〇情報発信ツールの普及啓発。

		10.災害				〇地域の繋がりを作るにはどうすればいいか
〇災害時に協力し合える世代を超えた関係づくり
		普及啓発 フキュウケイハツ		○今までに関わりのない地域住民等にアプローチし、地域で見守る人を増やす。						明2東
馬橋

								連携強化 レンケイキョウカ		○新しい住民は多くなっている為、DIG訓練に参加してもらう
○町会とサービス事業所の顔の見える関係づくり。

		11.医療・ 
介護連携 イリョウ カイゴ レンケイ		●病識欠如、認知機能低下等がある方の服薬管理
〇認知症高齢者が服薬管理をするための対応（個5,個28）
〇病識が薄い認知症高齢者の糖尿病管理（個14）
〇ドクターショッピングを繰り返し、受診・服薬管理ができていない高齢者への対応（個27）
●受診が必要と思われる方の医療への接続
〇精神症状が出ている独居高齢者の医療への接続（個19,30）
〇受診拒否の自立独居高齢者への関わり（個20,52）
●認知症・精神疾患の理解促進
〇若年性認知症への支援（個7）
〇精神疾患を持つ高齢者の家族への助言指導（個12）
●入退院支援
〇キーパーソン不在の認知症高齢者の退院支援（個17）
〇救急搬送もコロナ禍で入院できない場合の対応（個31） ビョウシキ ケツジョ ニンチ キノウ テイカ ナド カタ フクヤク カンリ ニンチショウ コウレイシャ フクヤク カンリ タイオウ コ コ ジュシン ヒツヨウ オモ カタ イリョウ セツゾク ニンチショウ セイシンシッカン リカイ ソクシン ジャクネンセイ ニンチショウ シエン コ セイシンシッカン モ コウレイシャ カゾク ジョゲン シドウ コ ニュウタイイン シエン フザイ ニンチショウ コウレイシャ タイイン シエン コ キュウキュウ ハンソウ カ ニュウイン バアイ タイオウ コ		〇高齢になり、身体・認知機能の低下が見られ、住み慣れた地域での生活を継続していく為には、医療と福祉の関係機関同士の情報共有と情報共有システムの構築、ツールの作成、利用促進が必要である。
 ミ		普及啓発 フキュウケイハツ				〇かかりつけ薬局制度の推進
〇正しい受診方法や薬局の使い方の啓発
〇マイナンバー健康保険証・電子手帳等のお薬情報・医療情報の一元管理ができるシステムの周知 ヤッキョク セイド スイシン タダ ジュシン ホウホウ ヤッキョク ツカ カタ ケイハツ ケンコウ ホケンショウ デンシ テチョウ ナド クスリ ジョウホウ イリョウ ジョウホウ イチゲン カンリ シュウチ				東部 トウブ

								取組検討 トリクミケントウ		〇連絡ノート等を活用し、関係機関で情報共有していく。
〇紙ベースでのやり取りには時間を要すること、コロナ禍による在宅ワークやコロナ感染に配慮した訪問の場合、スマホやタブレット、PC等を利用し情報共有する。		〇服薬管理できない認知症高齢者が服薬できるような対応策の検討 フクヤク カンリ ニンチショウ コウレイシャ フクヤク タイオウ サク ケントウ		〇医療・介護連携地域ICTシステムについて介護支援事業所等の関係機関への研修等を実施し、活用を促進する。

		12.権利擁護 ケンリヨウゴ		●支援体制の不足
〇権利擁護の普及啓発(個32）
〇日常生活上必要な毎日の金銭管理をする制度がない（個37）
〇インフォーマルサービスも含めた多面的に支援するための体制が不十分（自11） シエンタイセイ フソク ニチジョウ セイカツ ジョウ ヒツヨウ マイニチ キンセンカンリ セイド		〇成年後見制度の利用や意思決定支援が重要
〇自ら助けを求めることができない
 ミズカ タス モト		普及啓発 フキュウケイハツ		〇認知症サポーター養成講座
〇地域の方向けに権利擁護に関する研修会を開催　
○子育てライン等コミュニケーションツールの普及啓発				〇成年後見制度の普及啓発
〇虐待防止条例の普及啓発		五香松飛台
小金
馬橋西 ゴコウマツヒダイ コガネ マバシ ニシ

								取組検討 トリクミケントウ		〇関係者が意思決定支援に対する共通認識を持ち、支援する		〇毎日の金銭管理をする制度

		13.消費者被害
		●消費者被害防止の対応策
〇消費者被害未然防止に向けた普及・啓発活動（個2）
〇地域の見守りによる詐欺被害、万引き防止（個4）
〇電話de詐欺や悪質商法の被害にあう高齢者が増えている（個6） ショウヒシャ ヒガイ ボウシ タイオウサク コ コ コ		〇消費者被害未然防止のための普及、啓発		普及啓発 フキュウケイハツ				〇消費者被害への対策
〇悪徳商法の業者等に介入されないような体制づくり、地域づくり		○消費者被害未然防止のための普及、啓発活動の促進
○電話ｄｅ詐欺撃退機器の普及啓発促進		明1 アキラ

								連携強化 レンケイキョウカ		○つながりのない人の把握、地域住民との関係作り
○消費者被害の未然防止、被害の早期発見、早期報告ができる見守りネットワークの構築

		14.地域包括ケアシステム チイキホウカツ		



		
		実態把握 ジッタイハアク		


								普及啓発 フキュウケイハツ						





								連携強化 レンケイキョウカ				
		


								取組検討 トリクミケントウ		
		
		







入力規則

		新興感染症				実態把握 ジッタイハアク

		認知症				普及啓発 フキュウケイハツ

		介護予防				連携強化 レンケイキョウカ

		多分野・地域共生				取組検討 トリクミケントウ

		国際

		ペット

		生活支援

		移動支援

		居場所づくり

		見守り

		災害

		医療・介護連携

		成年後見

		消費者被害

		地域包括ケアシステム





分担

		テーマ		個別 コベツ		推進 スイシン		自立支援 ジリツ シエン				担当者 タントウシャ

		0.新興感染症		4		0		1		5		小野 オノ

		1.認知症		26		3		3		32		山本 ヤマモト

		2.介護予防		6		0		5		11		小野 オノ

		3.多分野・地域共生		6		2		1		9		小野 オノ

		4.国際		0		0		0		0

		5.ペット		0		1		0		1		小野 オノ

		6.生活支援		29		6		4		39		小野 オノ

		7.移動支援		3		0		0		3		青木 アオキ

		8.孤立・孤独対策 コリツ コドクタイサク		15		0		5		20		山本 ヤマモト

		9.見守り		24		5		3		32		青木 アオキ

		10.災害		0		2		0		2		青木 アオキ

		11.医療・介護連携		22		1		2		25		青木 アオキ

		12.権利擁護 ケンリヨウゴ		2		4		2		8		山本 ヤマモト

		13.消費者被害		3		1		0		4		山本 ヤマモト

		14.地域包括ケアシステム		2		1		0		3		青木 アオキ

										194		64.6666666667
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令和４年度 第２回松戸市地域ケア会議 資料２より抜粋

個別ケア会議
自立支援型個別ケア会議

推進会議
個別ケア会議

自立支援型個別ケア会議
推進会議　

実
態
把
握

〇利用者の社会的手続き（役所関
係・銀行関係・年金関係など）や現
金の入出金・支払いの代行・同行な
ど、ケアマネの本来業務ではない支
援についての現状調査。

〇ケアマネや訪問ヘルパーによる利
用者の金銭管理支援を実態把握。

普
及
啓
発

〇URの掲示板、イベントの活用。
〇商店、病院待合室等への掲示。
〇介護事業所から直接利用者にチラシ
配布。
〇消費者被害に対する正しい知識の普
及啓発。
〇消費者被害防止のための電話機や勧
誘お断りステッカー等のグッズを活
用。

〇ケアマネジャー、医療機関など介
護医療従事者に対する、成年後見制
度の理解促進

〇成年後見制度の理解促進。
〇成年後見申立て中の本人財産の利
用の検討、また、申立て中に施設入
所に至った場合の不要自宅家賃の保
護。

連
携
強
化

〇医療介護の関係者が成年後見制度に
ついての理解を高め、相談窓口と連携
する。
〇消費者被害が起きたら地域包括に相
談頂き、必要な支援機関に繋ぐ。
〇行政・事業所・警察等の連携。

〇高齢者が契約できる物件の確保。

〇認知症高齢者数の増加に見合った
成年後見人人材の確保。
○行政、警察、地域、本人・家族、
事業者など必要機関との連携強化。

取
組
検
討

〇支援者が訪問時に観察し、消費者被
害にあっていないか観察する、アンテ
ナを高く持つ。

〇成年後見の市長申立中でも施設や
病院の支払いが滞らない仕組み作
り。
〇成年後見の市長申立中に家賃を払
い続けるので本人の財産が目減りす
る。回避する仕組みを創出する必要
がある。

〇成年後見人が孤立しないような施
策（メンタルヘルスケア含む）
○消費者被害対応マニュアル・体制
整備。

(3)市レベルの課題
テーマ

(1)地域で起きている問題と課題
(2)推進会議で話し合われた

地域での対応方針

11.権利擁護

●成年後見制度等の活用
〇手続きが困難な高齢者を介護・医療の
支援者はスムーズに成年後見制度につな
ぐ必要がある。（個5）
〇成年後見制度についての相談先や理解
が市民にも介護医療従事者にも普及が十
分ではない。（個6,53）
○市長申立中でも施設や病院の支払いが
滞らない仕組みがない。（個31）
○施設入所などで居住実態がないのに、
賃貸住戸を解約できる簡易的な手続き方
法がない。（個32）
●消費者被害防止の対応策
〇消費者被害にあわずに済むような対策
の周知が出来ていない。（個55）

〇成年後見制度についての理解が、市民
にも介護・医療従事者に行き届いていな
いために、活用が不十分。
〇医療・介護関係者を含めた第三者が、
成年後見人の実務実態を知る機会が少な
い。
〇成年後見、権利擁護等各種普及啓発と
してセミナー等を開催する上で集客力向
上の為の効果的な具体策。
〇消費者被害が増えているが、羞恥心や
認知機能低下、周囲が気が付かない等に
より、タイムリーな相談につながらず解
決が難しい。
〇一度消費者被害にあうとターゲットに
なり、繰り返し消費者被害にあってしま
う。
〇消費者被害に対する正しい知識がな
い。

◎事例
・本人は要介護３であり、入院中にADLと認知機能が低下し、在宅生活は困難であると判断。家族と疎遠のため、施設入所を調整しつつ、

市長申立での後見制度利用を検討したが、審判がおりるまでの約半年間、施設利用料などの支払いがストップしてしまうため、施設側が
受け入れに難色を示していた。


表紙

		


　地域レベルの会議における主な議論のまとめ
　（地域の課題および市の課題） チイキ カイギ オモ ギロン チイキ カダイ シ カダイ



















































						テーマ分類の一部について統合を行った。 ブンルイ イチブ トウゴウ オコナ



								前回会議でのテーマ分類 ゼンカイ カイギ ブンルイ				本会議でのテーマ分類 ホン カイギ ブンルイ

								テーマ				テーマ

								 ０.   新興感染症

								 １．認知症				 １．認知症

								 ２．介護予防				 ２．介護予防

								 ３．多分野・地域共生				 ３．多分野・地域共生

								 ４．国際				 ４．国際

								 ５．ペット				 ５．ペット

								 ６．生活支援				 ６．生活支援

								 ７．移動支援				 ７．移動支援

								 ８．孤立・孤独対策　

								 ９．見守り				 ８．見守り

								 10．災害				 9．災害

								 11．医療・介護連携				 10．医療・介護連携

								 12．権利擁護				 11．権利擁護

								 13．消費者被害防止

								 14. 地域包括ケアシステム				 12. 地域包括ケアシステム



　(1)地域で起きている問題と課題は、1～12のテーマに分類し、地域個別ケア会議と
　　地域包括ケア推進会議で話し合われた内容をそれぞれ記載した。

　(2)地域での対応方針は、地域包括ケア推進会議で挙げられたものを内容に応じて、　　
　　「実態把握」、「普及啓発」、「連携強化」、「取組検討」の４つに分けて記載した。

　(3)市レベルの課題は地域個別ケア会議と地域包括ケア推進会議で挙げられたものを
　　それぞれ記載した。

資料２

松戸市地域ケア会議におけるテーマ

統合




入力用(不要セル削除して使用)

		テーマ		(1)地域で起きている問題と課題 チイキ オ モンダイ カダイ				(2)推進会議で話し合われた
地域での対応方針 スイシンカイギ ハナ ア チイキ タイオウ ホウシン				(3)市レベルの課題 シ カダイ				推進会議で話し合われた地区 スイシンカイギ ハナ ア チク

				個別ケア会議
自立支援型個別ケア会議 コベツ カイギ ジリツ シエン ガタ コベツ カイギ		推進会議 スイシンカイギ						個別ケア会議
自立支援型個別ケア会議 コベツ カイギ ジリツ シエン ガタ コベツ カイギ		推進会議　 スイシンカイギ

		1.認知症		●認知症の普及啓発
〇認知症の理解が十分でない介護者がいる。（個12）
〇地域住民の認知症に対する理解が低い。（個39,51,57,自8）
●地域環境
〇認知症高齢者が保護される事例が急増。（個7）
〇認知症独居.（個19）
○認知症の高齢者増加。（個52,55,59）
●見守り・支援体制の不足
〇徘徊や迷子の高齢者を発見した時の対応を地域に周知する。（個26）
○家族不在中に認知症の人を見守る仕組みがない。（個29,60,61）
○認知症への理解・対応は充分だが、対応に終わりが見えない。（個40）
〇認知症や他疾患等を抱えている本人と、近隣住民との橋渡しを行う人材の育成。（個58） チイキカンキョウ コ コ ミマモ タイセイ フソク フザイ シク コ コ コ		〇徘徊高齢者への見守りの必要性と発見した際の対応方法について
〇徘徊高齢者が遠方に行ってしまった際の対応方法について



		普及啓発 フキュウケイハツ		〇GPS助成制度の普及啓発。		〇市民が徘徊高齢者を見つけたときの対応方法を周知する。
〇認知症に関する知識普及。
〇認知症や精神疾患の方が地域で一緒に生活しているという事への地域住民への啓発活動。		〇市民が徘徊高齢者を見つけたときの対応方法を周知する。		常盤平
五香松飛台
馬橋西 トキワダイラ ゴコウ マツヒダイ マバシ ニシ

								連携強化 レンケイキョウカ		〇地域の行事参加を促して見守りする。
〇警察に送ってもらうなど公的機関との連携。
〇介護保険サービスを増やし、見守りや非常時の対応力を高める。
〇支援者間での顔の見える関係性作り。 レンケイ		〇徘徊高齢者が増えていることへの対策・警察との連携
〇民間企業も含めた重層的な認知症高齢者の見守り体制作り。
〇認知症の方への見守り支援。 ハイカイ カタ ミマモ		〇見守りを行う地域資源に対しての支援。
〇警察など公的機関との連携。
〇地域の行事参加を促して見守りする。
〇介護保険サービスを増やし、見守りや非常時の対応力を高める。 レンケイ

								取組検討 トリクミケントウ				〇GPSとお迎え有料サービスのマッチング。		〇GPSとお迎え有料サービスのマッチング。
〇GPS助成制度利用により靴の中に小型GPSを入れる。

		2.介護予防		●セルフケアの促進
〇フレイル状態の高齢者の早期覚知。（個14）
〇元気な高齢者がセルフチェックできると良い（個43）
●社会資源の不足
〇フレイル予防の自主グループの立ち上げ。（個45）
〇身体機能低下により外出困難。（自11）
〇コロナ禍で社会資源が休止（個14）
〇軽度者に対する介護保険以外の活動や参加の受け皿となる社会資源の不足（自5,15）
〇趣味に合う社会資源がない。（自16）
〇疾患に応じた患者会がない。（自17） カ シャカイ シゲン キュウシ コ				取組検討 トリクミケントウ		
		〇障害者・高齢者を雇用する企業等を支援する施策。
〇本人の趣味に合う社会資源がない。
〇疾患に応じた患者会が少ない。
〇フレイル予防を行う自主グループの数が少ない。

		3.多分野・
         地域共生 タブンヤ チイキキョウセイ		●障害や認知症等の理解
〇疾病が原因で近隣トラブルとなっている方への支援（個37）
〇難聴で対話に支障があり、受診を拒否する方への支援（自3）

●多問題を抱える世帯への支援
○キーパーソンが決断できず環境改善が進まない世帯への支援（個9,56）
〇親の介護が日常生活に影響をきたしている未成年への支援（個20）
〇複数人の介護を行う家族への支援（個36,46,59）
〇疾病を抱えながら高齢者を介護する世帯への支援（個49,58,62） ショウガイ ニンチショウ ナド リカイ シッペイ ゲンイン キンリン カタ シエン コ ナンチョウ タイワ シショウ ジュシン キョヒ カタ シエン ジ ケツダン スス セタイ オヤ カイゴ ニチジョウセイカツ エイキョウ ミセイネン フクスウ ニン カイゴ オコナ カゾク シエン コ シッペイ カカ コウレイシャ カイゴ セタイ シエン コ		
●疾患等抱えながら地域で暮らしつづけるための体制づくり
〇精神疾患を抱えながら地域で暮らすためにできる支援

●多問題を抱える世帯への支援不足
〇ヤングケアラーに対する支援と理解
〇支援を要する若年層世帯の実態把握と、世帯をを支える社会資源の把握
 シッカン トウ カカ チイキ ク タイセイ セイシン シッカン カカ チイキ ク シエン タイ シエン リカイ シエン ヨウ		実態把握 ジッタイハアク		〇地域や各事業所が関わる中で早期発見、ヤングケアラーに対する配慮などを学びながら関り続ける。		〇多問題を抱える世帯を早期に把握するための体制づくり
〇課題に応じた連携先の把握 タモンダイ カカ セタイ ソウキ オウ		〇複合的な課題に対応する際の連携先の把握
〇職場復帰や就労を希望する方に向けたリハビリの場 サイ		矢切
東部
五香松飛台
馬橋 ヤギリ トウブ ゴコウマツヒダイ マバシ

								普及啓発 フキュウケイハツ		〇多世代が利用できる子ども食堂の周知 タセダイ リヨウ コ ショクドウ シュウチ		〇ヤングケアラーに関する周知
〇障害や疾患への理解 カン シュウチ ショウガイ シッカン リカイ		〇近隣住民と支援機関のつながり強化の重要性について啓発 シエンキカン

								連携強化 レンケイキョウカ		〇年齢を問わず支援が必要な場合は早期に支援機関につなぎ、多様な課題について関わる人を増やす。
〇地域住民と支援機関の連携 チイキ ジュウミン シエン キカン レンケイ		〇分野横断的な支援体制づくり
〇支援者同士の連携強化に向けた体制づくり ブンヤ オウダンテキ シエンタイセイ レンケイ キョウカ ム タイセイ

		4.国際 コクサイ						実態把握 ジッタイハアク

		5.ペット		●ペット飼育についての情報が不足
○ペット飼育についての知識不足。（個53）				取組検討 トリクミケントウ		
		〇お金のない方でも利用可能なペット飼育をしている方への支援。		


		６.生活支援 セイカツ シエン		●在宅生活全般を支える
〇近隣に商店がない高齢者への買い物支援（個47）
〇家事のやり方や工夫などを教える様なインフォーマル支援グループの開発（自13）
〇突然独居、経済・生活が立ち行かなくなる高齢者への支援（個34,53）
〇検査しても異常はみつからないが食事が取れなくなった高齢者への支援（個41）
〇精神疾患により生活のしづらさを抱えている高齢者への支援（個18）
●資源とゴミの分別
〇ごみを捨てられない高齢者への支援（個24）
〇ゴミを分別、まとめる作業が難しい障害者の支援（自4）
●拒否がある方の生活を支える
〇強いこだわりを持つ高齢者への支援（個2,22,25）
〇配偶者の疾病理解が乏しくサービス調整につながらない（個12）
〇環境改善が必要だが介入拒否の高齢者への支援（個13,15）				普及啓発 フキュウケイハツ		
〇イラストで分かりやすいゴミ出し表を作成する。
○ゴミ出しアプリを周知する。
〇集積所に残ったゴミは環境業務課に相談できることを周知する。						六実六高台

								連携強化 レンケイキョウカ		〇民生委員や高支連の相談員からの情報を地域包括が共有し、地域の見守り組織と関係機関が連携して把握していく。		〇栄養指導や専門的アドバイスを気軽に受けられる機関が必要。
〇病識の欠如や受診中断している高齢者宅に保健師が訪問。

								取組検討 トリクミケントウ				〇ゴミ屋敷解消のための撤去費用助成。
〇住民主体で支える社会資源が小地域で必要。
〇認知症の高齢者には複雑なゴミ分別が困難。
〇高齢者が契約できる物件の確保。
〇外出しやすいまちづくり・バリヤフリー化。 ヤシキ カイショウ テッキョ ヒヨウ ジョセイ		〇ゴミ出しの時間や分別方法の見直し。
〇ゴミ焼却炉を新しくする。
〇高齢者にも使いやすいAI音声サービスを導入する。 ブンベツ ホウホウ ミナオ

		7.移動支援		●社会資源の不足
○介護保険サービスで通院移動支援はできないため、自費扱いになってしまう。（個30）
○安価な通院移動支援を創出する必要がある。（個30）
〇外出に対するソフト面、ハード面の支援の充実。（個44）
〇移動支援を行うボランティアが不十分。（個44）
〇外出時の移動支援の充実や移動販売などの充実。（個47）
●地域環境
〇坂道が多いため自転車での外出が困難。（個43）
〇エレベーターのないの集合住宅の外出。（個48） シャカイシゲン フソク チイキカンキョウ				普及啓発 フキュウケイハツ						〇お互いに尊重しあいながらのまちづくりの周知活動。		常盤平団地
小金原 トキワダイラ ダンチ コガネハラ

								連携強化 レンケイキョウカ		〇市社協、NPO等の有償ボランティア。
〇地区社協ホームヘルプサービス。		
		


								取組検討 トリクミケントウ		
		〇自力での外出に対するソフト面・ハード面の支援体制が不足。
〇移動支援を行うボランティアが少ない。
〇移動販売などの充実。 フソク		
〇対応できる事業所の拡充。


		8.見守り
 ミマモ		●状況変化による孤立化への対策
〇施設入所による役割変化や生きがいづくりへの支援（個43,自6）
〇配偶者を亡くし、気分的落ち込みのみられる方への支援（自10）
〇親の急逝がきっかけで支援が必要になった方への支援（個34）
〇疾病が原因でとじこもりがちになった方への支援（自15,17）

●孤立しがちな方を支える地域づくり
〇独居高齢者の変化を早期発見するための見守り(個17,18,23,52)
〇独居高齢者が緊急時に連絡をとるための体制づくり（個27）
〇認知症高齢者の地域での見守り(個7,19,40)
〇周囲との交流を望まない方、世帯への支援（個4,13,25,35,42）
〇親の介護が日常生活に影響をきたしている未成年への支援（個20）
		●社会との接点の持ち方
〇地域の特性に応じた孤立対策の検討
〇マンションでの孤独死の問題
〇支援機関の関わりを拒否する方への地域での見守り、声かけ
〇社会との接点がない世帯への支援
●様々な属性・ニーズを持つ住民同志の理解
〇個々が抱える様々な暮らしにくさへの理解不足
●消費者被害への対応
〇消費者被害未然防止のための普及、啓発。 シャカイ セッテン モ カタ チイキ トクセイ オウ コリツタイサク ケントウ コドクシ モンダイ シエンキカン カカ キョヒ カタ チイキ ミマモ シャカイ セッテン セタイ シエン モ ジュウミン ドウシ リカイ ココ カカ サマザマ ク リカイ フソク		実態把握 ジッタイハアク		〇商店、宅配業者等への実態調査
〇理事会等を活用した、マンション内世帯の把握
〇自発的に通える場所の把握
〇世代をこえて交流ができる場の把握（子ども食堂など）
○つながりのない人の把握 ショウテン タクハイギョウシャ トウ ジッタイ チョウサ リジカイ トウ カツヨウ ナイ セタイ ハアク		〇近隣で実施する通いの場の把握 キンリン ジッシ カヨ バ ハアク		〇町会未加入者や転入者などの把握
〇見守りを行う地域資源や企業の把握 チョウカイ ミカニュウシャ テンニュウシャ ハアク		明第１
明第２東
東部
常盤平
五香松飛台
小金原
新松戸
馬橋西 アキラ ダイ アキラ ダイ ヒガシ トウブ トキワダイラ ゴコウマツヒダイ コガネハラ シンマツド マバシニシ

								普及啓発 フキュウケイハツ		〇地域情報や相談先周知に向けた啓発物配布
〇住民の注目する場所に社会資源の案内を掲示
○消費者被害防止に向けた知識普及
〇認知症等の疾患や障害に対する理解 チイキジョウホウ ソウダンサキ シュウチ ム ケイハツブツ ハイフ				○地域共生社会の周知啓発
〇相談窓口の周知
〇在宅向けサービスの普及啓発
○消費者被害未然防止に向けた普及啓発 チイキ キョウセイ シャカイ シュウチ ケイハツ ソウダンマドグチ シュウチ

								連携強化 レンケイキョウカ		○商店や宅配業者との見守り、ネットワークづくり
〇住民同士の安否確認体制
 ショウテン タクハイギョウシャ ミマモ ジュウミンドウシ アンピカクニン タイセイ		〇見守りにて変化を察知した後の支援機関との連携体制
〇介護者が安心して外出できるための体制 ミマモ		○町会未加入者や転入者への支援体制構築
〇問題の複合化に対応できるための支援者同士のつながり強化 チョウカイ ミカニュウシャ テンニュウシャ シエンタイセイ コウチク

								取組検討 トリクミケントウ		○地域の担い手としての社会参加の場づくり チイキ ニナ テ シャカイサンカ バ

		９.災害				〇緊急時に備えるために把握しておいたほうが良い内容はどのようなものか。
〇連絡体制を確立させる方法としてどのようなものが考えられるか。
〇災害時に協力し合える世代を超えた関係づくり。 カクリツ		普及啓発 フキュウケイハツ		〇多世代食堂の参加しなかった層に対してのアプローチを考えていく必要がある。				〇要支援者名簿の周知。		明2東
馬橋 ヒガシ マバシ

								取組検討 トリクミケントウ		〇マンション内で要支援者名簿を作成。任意で緊急連絡先うや持病、かかりつけ医などの情報を記入できるようにする。
〇インターネットを活用し緊急時の連絡先などが回答しやすく、管理しやすいように工夫する。
				〇幅広い層へのアプローチとして、市が企画しているイベントとの連携も検討していく。
〇地域の住民が防災の意識を持てるようなイベントも企画。

		10.医療・ 
介護連携 イリョウ カイゴ レンケイ		●病識欠如、認知機能低下等により健康管理や支援調整が難しい世帯への対応
〇複数の医療機関にかかり、服薬管理ができない高齢者への対応（個2,8）
〇本人や家族の病識がなく健康管理ができない世帯・本人への支援（個12,21,25,50）
●入退院支援
〇コロナ禍での面会・外出制限があるなか、退院時の適切なサービス調整について（個11,16,33）
〇コロナ陽性で搬送先が見つからない（個54）
●受診が必要と思われる方の医療への接続
〇介入や受診を拒否する高齢者の医療への接続（個13,15,20,52,57）
〇精神症状が出ている独居高齢者の医療への接続（個51）
〇本人の自覚がない認知症疑いの高齢者の医療への接続（個59,自７）
●医療機関での受入れが難しい場合の対応策
〇転倒を繰り返す高齢者への関わり（個14）
〇定期通院から訪問診療へ切り替える際の目安について（個3） ビョウシキ ケツジョ ニンチ キノウ テイカ ナド ケンコウカンリ シエン チョウセイ ムズカ セタイ タイオウ フクスウ イリョウキカン フクヤク カンリ コウレイシャ タイオウ コ ホンニン カゾク ビョウシキ ケンコウ カンリ セタイ ホンニン シエン コ ジュシン ヒツヨウ オモ カタ イリョウ セツゾク ジュシン ホンニン ジカク ニンチショウ ウタガ コウレイシャ イリョウ セツゾク コ ジ イリョウ キカン ウケイ ムズカ バアイ タイオウ サク		〇コロナウィルス感染症の拡大による、面会・外出等の制限から、本人の現状について適切な情報共有が図りづらい。

〇直接本人と会えないことで、意思確認ができず、家族の受け入れや退院調整が進まない
		普及啓発 フキュウケイハツ				○主治医機能の普及啓発。
〇認知症や精神疾患に対する近隣の理解、協力等。
○バイタルリンクの普及啓発を勧める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　				本庁

								連携強化 レンケイキョウカ		〇ＶＲやオンライン等、今あるＩＴの使い方をそれぞれの立場で工夫・協力して情報共有を図る。
〇入院した段階から密に情報共有を図り、本人の状態変化を把握。		○医療機関が変わった際、調剤薬局間での情報共有できるシステムがない。



								取組検討 トリクミケントウ		〇日頃から体調変化時を想定し、本人や家族の意向を話し合う機会をつくる。				〇ＩＴ活用の推進
〇効率的な情報共有が図れるシステムづくり。

		11.権利擁護		●成年後見制度等の活用
〇手続きが困難な高齢者を介護・医療の支援者はスムーズに成年後見制度につなぐ必要がある。（個5）
〇成年後見制度についての相談先や理解が市民にも介護医療従事者にも普及が十分ではない。（個6,53）
○市長申立中でも施設や病院の支払いが滞らない仕組みがない。（個31）
○施設入所などで居住実態がないのに、賃貸住戸を解約できる簡易的な手続き方法がない。（個32）
●消費者被害防止の対応策
〇消費者被害にあわずに済むような対策の周知が出来ていない。（個55） セイネンコウケン セイド トウ カツヨウ ソウダンサキ		〇成年後見制度についての理解が、市民にも介護・医療従事者に行き届いていないために、活用が不十分。
〇医療・介護関係者を含めた第三者が、成年後見人の実務実態を知る機会が少ない。
〇成年後見、権利擁護等各種普及啓発としてセミナー等を開催する上で集客力向上の為の効果的な具体策。
〇消費者被害が増えているが、羞恥心や認知機能低下、周囲が気が付かない等により、タイムリーな相談につながらず解決が難しい。
〇一度消費者被害にあうとターゲットになり、繰り返し消費者被害にあってしまう。
〇消費者被害に対する正しい知識がない。
		実態把握 ジッタイハアク				〇利用者の社会的手続き（役所関係・銀行関係・年金関係など）や現金の入出金・支払いの代行・同行など、ケアマネの本来業務ではない支援についての現状調査。		〇ケアマネや訪問ヘルパーによる利用者の金銭管理支援を実態把握。		明2西
常盤平団地
五香松飛台
新松戸 ニシ トキワダイラ ダンチ ゴコウ マツヒダイ

								普及啓発 フキュウケイハツ		〇URの掲示板、イベントの活用。
〇商店、病院待合室等への掲示。
〇介護事業所から直接利用者にチラシ配布。
〇消費者被害に対する正しい知識の普及啓発。
〇消費者被害防止のための電話機や勧誘お断りステッカー等のグッズを活用。		〇ケアマネジャー、医療機関など介護医療従事者に対する、成年後見制度の理解促進		〇成年後見制度の理解促進。
〇成年後見申立て中の本人財産の利用の検討、また、申立て中に施設入所に至った場合の不要自宅家賃の保護。

								連携強化 レンケイキョウカ		〇医療介護の関係者が成年後見制度についての理解を高め、相談窓口と連携する。
〇消費者被害が起きたら地域包括に相談頂き、必要な支援機関に繋ぐ。
〇行政・事業所・警察等の連携。 イタダ		〇高齢者が契約できる物件の確保。		〇認知症高齢者数の増加に見合った成年後見人人材の確保。
○行政、警察、地域、本人・家族、事業者など必要機関との連携強化。

								取組検討 トリクミケントウ		〇支援者が訪問時に観察し、消費者被害にあっていないか観察する、アンテナを高く持つ。
		〇成年後見の市長申立中でも施設や病院の支払いが滞らない仕組み作り。
〇成年後見の市長申立中に家賃を払い続けるので本人の財産が目減りする。回避する仕組みを創出する必要がある。		〇成年後見人が孤立しないような施策（メンタルヘルスケア含む）
○消費者被害対応マニュアル・体制整備。

				



		
		実態把握 ジッタイハアク		








入力規則

		新興感染症				実態把握 ジッタイハアク

		認知症				普及啓発 フキュウケイハツ

		介護予防				連携強化 レンケイキョウカ

		多分野・地域共生				取組検討 トリクミケントウ

		国際

		ペット

		生活支援

		移動支援

		孤立・孤独対策　

		見守り

		災害

		医療・介護連携

		成年後見

		権利擁護

		地域包括ケアシステム





分担

		テーマ		個別 コベツ		推進 スイシン		自立支援 ジリツ シエン				担当者 タントウシャ

		0.新興感染症		4		1		1		6		青木 アオキ

		1.認知症		23		6		1		30		山本 ヤマモト

		2.介護予防		5		0		9		14		山本 ヤマモト

		3.多分野・地域共生		9		4		1		14		小野 オノ

		4.国際		0		0		0		0

		5.ペット		3		0		0		3		山本 ヤマモト

		6.生活支援		29		4		5		38		青木 アオキ

		7.移動支援		6		2		1		9		山本 ヤマモト

		8.孤立・孤独対策 コリツ コドクタイサク		18		6		4		28		小野 オノ

		9.見守り		20		7		1		28		小野 オノ

		10.災害		0		2		0		2		山本 ヤマモト

		11.医療・介護連携		25		2		3		30		青木 アオキ

		12.権利擁護 ケンリヨウゴ		7		5		0		12		山本 ヤマモト

		13.消費者被害		1		1		0		2		山本 ヤマモト

		14.地域包括ケアシステム		0		1		1		2		小野 オノ

										218		72.6666666667

		テーマ		個別 コベツ		推進 スイシン		自立支援 ジリツ シエン				担当者 タントウシャ

		0.新興感染症		4		1		1		6		青木 アオキ

		1.認知症		23		6		1		30		山本 ヤマモト

		2.介護予防		5		0		9		15		山本 ヤマモト

		3.多分野・地域共生		9		4		1		14		小野 オノ

		4.国際		0		0		0		0

		5.ペット		3		0		0		3		山本 ヤマモト

		6.生活支援		29		4		5		38		青木 アオキ				多い順 オオ ジュン

		7.移動支援		6		2		1		9		山本 ヤマモト				生活支援 セイカツシエン		38

		8.孤立・孤独対策 コリツ コドクタイサク		18		6		4		28		小野 オノ				認知症 ニンチショウ		30

		9.見守り		20		7		1		28		小野 オノ				医療介護連携 イリョウ カイゴ レンケイ		30

		10.災害		0		2		0		2		山本 ヤマモト				見守り ミマモ		28				孤立孤独 コリツ コドク		28

		11.医療・介護連携		25		2		3		30		青木 アオキ				介護予防 カイゴ ヨボウ		15

		12.権利擁護 ケンリヨウゴ		7		5		0		12		山本 ヤマモト				多分野共生 タブンヤキョウセイ		14

		13.消費者被害		1		1		0				山本 ヤマモト

		14.地域包括ケアシステム		0		1		1		2		小野 オノ

										211		70.3333333333







地域課題からみる権利擁護支援に関する課題について

4

カテゴリー 詳細 課題

普及啓発

・成年後見制度の普及啓発・理解促進
・成年後見制度についての相談先や理解が市民にも介護医療従事者にも普及が十分ではない
・ケアマネや医療関係者が後見制度について知識がないと、必要な人に活用を提案することができ
　ない。相談先を教えてもらえると助かる（包括以外の相談先について周知されていない）
・ケアマネジャー、医療機関など介護医療従事者に対する、成年後見制度の理解促進
・医療・介護関係者を含めた第三者が、成年後見人の実務実態を知る機会が少ない

早期把握

・成年後見人がいたほうがよいと思われるが、制度につながっていない高齢者が地域内にいる
・ケアマネや訪問ヘルパーによる利用者の金銭管理支援を実態把握し、成年後見制度につなぐべき事例
　がないかチェックする
・手続きが困難な高齢者を介護・医療の支援者はスムーズに成年後見制度につなぐ必要がある
・成年後見制度についての理解が、市民にも介護・医療従事者にも行き届いていないために、活用が不
　十分

申立中

・市長申立中でも施設や病院の支払が滞らない仕組みがない
・成年後見の市長申立中に家賃を払い続けるので本人の財産が目減りする。回避する仕組みを創出する
　必要がある
・市長申立での後見制度利用を検討したが、後見決定までの半年間、施設利用料などの支払いがストッ
　プしてしまうため施設側が受け入れに難色を示す
・実際に後見人がつくまで入所を待ったケースがあった
・成年後見申立て中の本人財産の利用の検討、また、申立て中に施設入所に至った場合の不要自宅家賃
　の保護

支援

・成年後見制度の利用や意思決定支援が重要
・後見人が付いている高齢者の意向をどのように確認し関係者間で共有するとよいか
・認知症高齢者の生活を支えるために今後更に、医療介護関係機関と成年後見人が連携を高める
・将来を見据えて早くから法律家から家族へのアプローチが必要
・成年後見人が孤立しないような施策（メンタルヘルスケア含む）

成年後見制度


10.12打合せ用

		地域ケア会議参考　※令和5年度第4回 成年後見制度利用促進協議会　準備資料 チイキ カイギ サンコウ レイワ ネンド ダイ カイ セイネンコウケンセイド リヨウソクシンキョウギカイ ジュンビ シリョウ

		カテゴリー		詳細 ショウサイ		課題 カダイ

		日常生活自立支援事業 ニチジョウセイカツジリツシエンジギョウ		運用 ウンヨウ		〇日常生活自立支援事業の利用も考えられるが、お金が足りないとなると根本的な解決ではない
〇日常生活自立支援事業利用までの期間が長い
〇市社協の役割の周知 ニチジョウセイカツ ジリツシエンジギョウ リヨウ カンガ カネ タ コンポンテキ カイケツ ニチジョウセイカツジリツシエン ジギョウ リヨウ キカン ナガ シシャキョウ ヤクワリ シュウチ

		権利擁護全般 ケンリヨウゴ ゼンパン		普及啓発 フキュウケイハツ		〇権利擁護の普及啓発（理解と制度周知）
〇成年後見、権利擁護等各種普及啓発としてセミナー等を開催する上で集客力向上の為の効果的な具体策
〇金銭管理ができない認知症高齢者はどうやって生活しているのか実態が分からない ケンリヨウゴ フキュウケイハツ リカイ セイドシュウチ セイネンコウケン ケンリヨウゴ トウ カクシュフキュウケイハツ トウ カイサイ ウエ シュウキャクリョクコウジョウ タメ コウカテキ グタイサク キンセンカンリ ニンチショウコウレイシャ セイカツ ジッタイ ワ

				支援 シエン		〇金銭管理などの困難な高齢者を支える仕組みが不足している
〇日常生活上必要な毎日の金銭管理をする制度がない
〇毎日の金銭管理をする制度
〇日常の金銭管理を支え、見守る仕組みづくり
〇地域資源や支援機関等のマッチングの重要性
〇行政、警察、地域、本人・家族、事業者など必要機関との連携強化 ニチジョウセイカツジョウ ヒツヨウ マイニチ キンセンカンリ セイド マイニチ キンセンカンリ セイド ニチジョウ キンセンカンリ ササ ミマモ シク チイキシゲン シエンキカントウ ジュウヨウセイ

				消費者被害 ショウヒシャ ヒガイ		〇消費者被害にあわずに済むような対策の周知ができていない
〇消費者被害防止のための情報提供・周知活動を行う

		対象世帯 タイショウセタイ		本人・家族 ホンニン カゾク		〇認知症の方と判断能力の低い介護者に対する支援 ニンチショウ カタ ハンダン ノウリョク ヒク カイゴシャ タイ シエン

				支援者 シエンシャ		〇独居高齢者の認知症進行により近隣住民が金銭管理等の援助を行っている ドッキョコウレイシャ ニンチショウ シンコウ キンリンジュウミン キンセンカンリ トウ エンジョ オコナ





検討案 (2)



		地域ケア会議参考　※令和5年度第4回 成年後見制度利用促進協議会　準備資料 チイキ カイギ サンコウ レイワ ネンド ダイ カイ セイネンコウケンセイド リヨウソクシンキョウギカイ ジュンビ シリョウ



		カテゴリー		詳細 ショウサイ		課題 カダイ

		成年後見制度 セイネンコウケンセイド		普及啓発 フキュウケイハツ		・成年後見制度の普及啓発・理解促進
・成年後見制度についての相談先や理解が市民にも介護医療従事者にも普及が十分ではない
・ケアマネや医療関係者が後見制度について知識がないと、必要な人に活用を提案することができ
　ない。相談先を教えてもらえると助かる（包括以外の相談先について周知されていない）
・ケアマネジャー、医療機関など介護医療従事者に対する、成年後見制度の理解促進
・医療・介護関係者を含めた第三者が、成年後見人の実務実態を知る機会が少ない セイネンコウケンセイド フキュウケイハツ リカイソクシン セイネンコウケンセイド ソウダンサキ リカイ シミン カイゴイリョウジュウジシャ フキュウ ジュウブン イリョウカンケイシャ コウケンセイド チシキ ヒツヨウ ヒト カツヨウ テイアン ソウダンサキ オシ タス ホウカツ イガイ ソウダンサキ シュウチ イリョウキカン カイゴイリョウジュウジシャ タイ セイネンコウケンセイド リカイソクシン イリョウ カイゴ カンケイシャ フク ダイサンシャ セイネン コウケン ニン ジツム ジッタイ シ キカイ スク

				早期把握 ソウキ ハアク		・成年後見人がいたほうがよいと思われるが、制度につながっていない高齢者が地域内にいる
・ケアマネや訪問ヘルパーによる利用者の金銭管理支援を実態把握し、成年後見制度につなぐべき事例
　がないかチェックする
・手続きが困難な高齢者を介護・医療の支援者はスムーズに成年後見制度につなぐ必要がある
・成年後見制度についての理解が、市民にも介護・医療従事者にも行き届いていないために、活用が不
　十分

				申立中 モウシタ チュウ		・市長申立中でも施設や病院の支払が滞らない仕組みがない
・成年後見の市長申立中に家賃を払い続けるので本人の財産が目減りする。回避する仕組みを創出する
　必要がある
・市長申立での後見制度利用を検討したが、後見決定までの半年間、施設利用料などの支払いがストッ
　プしてしまうため施設側が受け入れに難色を示す
・実際に後見人がつくまで入所を待ったケースがあった
・成年後見申立て中の本人財産の利用の検討、また、申立て中に施設入所に至った場合の不要自宅家賃
　の保護

				支援 シエン		・成年後見制度の利用や意思決定支援が重要
・後見人が付いている高齢者の意向をどのように確認し関係者間で共有するとよいか
・認知症高齢者の生活を支えるために今後更に、医療介護関係機関と成年後見人が連携を高める
・将来を見据えて早くから法律家から家族へのアプローチが必要
・成年後見人が孤立しないような施策（メンタルヘルスケア含む）





検討案

		地域ケア会議参考　※令和5年度第4回 成年後見制度利用促進協議会　準備資料 チイキ カイギ サンコウ レイワ ネンド ダイ カイ セイネンコウケンセイド リヨウソクシンキョウギカイ ジュンビ シリョウ

		カテゴリー		詳細 ショウサイ		課題 カダイ		現在の取組状況／今後の動き ゲンザイ トリクミ ジョウキョウ コンゴ ウゴ

		成年後見制度 セイネンコウケンセイド		普及啓発 フキュウケイハツ		〇成年後見制度の普及啓発
〇成年後見制度の理解促進
〇成年後見制度についての相談先や理解が市民にも介護医療従事者にも普及が十分ではない
〇ケアマネや医療関係者が後見制度について知識がないと、必要な人に活用を提案することができない。相談先を教えてもらえると助かる
　（包括以外の相談先について周知されていない）
〇ケアマネジャー、医療機関など介護医療従事者に対する、成年後見制度の理解促進
〇医療・介護関係者を含めた第三者が、成年後見人の実務実態を知る機会が少ない セイネンコウケンセイド フキュウケイハツ セイネンコウケンセイド リカイソクシン セイネンコウケンセイド ソウダンサキ リカイ シミン カイゴイリョウジュウジシャ フキュウ ジュウブン イリョウカンケイシャ コウケンセイド チシキ ヒツヨウ ヒト カツヨウ テイアン ソウダンサキ オシ タス ホウカツ イガイ ソウダンサキ シュウチ イリョウキカン カイゴイリョウジュウジシャ タイ セイネンコウケンセイド リカイソクシン イリョウ カイゴ カンケイシャ フク ダイサンシャ セイネン コウケン ニン ジツム ジッタイ シ キカイ スク		◎成年後見制度地域巡回講演会・個別相談会
◎専門職向け研修会
◎支援者向け手引きの改訂・周知（活用促進） セイネンコウケンセイド チイキジュンカイ コウエンカイ コベツソウダンカイ センモンショクム ケンシュウカイ シエンシャ ム テビ カイテイ シュウチ カツヨウソクシン

				早期把握 ソウキ ハアク		〇成年後見人がいたほうがよいと思われるが、制度につながっていない高齢者が地域内にいる
〇ケアマネや訪問ヘルパーによる利用者の金銭管理支援を実態把握し、成年後見制度につなぐべき事例がないかチェックする
〇手続きが困難な高齢者を介護・医療の支援者はスムーズに成年後見制度につなぐ必要がある
〇成年後見制度についての理解が、市民にも介護・医療従事者にも行き届いていないために、活用が不十分		◎日常生活自立支援事業、成年後見制度等、利用できる制度やその対象者を改めて周知
→適切なタイミングで適切な制度に繋げることができるよう、共有する　※上記取組を含む ニチジョウセイカツジリツシエンジギョウ セイネンコウケンセイド トウ リヨウ セイド タイショウ シャ アラタ シュウチ テキセツ テキセツ セイド ツナ キョウユウ ジョウキトリクミ フク

				申立中 モウシタ チュウ		〇市長申立中でも施設や病院の支払が滞らない仕組みがない
〇成年後見の市長申立中に家賃を払い続けるので本人の財産が目減りする。回避する仕組みを創出する必要がある
〇市長申立での後見制度利用を検討したが、後見決定までの半年間、施設利用料などの支払いがストップしてしまうため施設側が受け入れに難色を示す
〇実際に後見人がつくまで入所を待ったケースがあった
〇成年後見申立て中の本人財産の利用の検討、また、申立て中に施設入所に至った場合の不要自宅家賃の保護		◎現在、公的制度の活用による解決が難しい
◎市長申立にせざるを得なくなる前から関わりのある世帯であれば、本人申立、補助・保佐の活用ができる段階から、成年後見制度の活用を検討してもらえると良い
（本人の状態を踏まえ、長期的視点をもった関わり）
→好事例の共有が参考になれば ゲンザイ コウテキセイド カツヨウ カイケツ ムズカ シチョウモウシタテ エ マエ カカ セタイ コウジレイ キョウユウ サンコウ

				支援 シエン		〇成年後見制度の利用や意思決定支援が重要
〇後見人が付いている高齢者の意向をどのように確認し関係者間で共有するとよいか
〇認知症高齢者の生活を支えるために今後更に、医療介護関係機関と成年後見人が連携を高める
〇将来を見据えて早くから法律家から家族へのアプローチが必要
〇成年後見人が孤立しないような施策（メンタルヘルスケア含む）		◎支援者間で連携を図るため、本人に近い福祉関係者が支援者等に声をかけてケース会議を開催する
※支援者向け手引きより
→本人の意向を尊重した支援の基盤を作る シエンシャカン レンケイ ハカ ホンニン チカ フクシカンケイシャ シエンシャ トウ コエ カイギ カイサイ シエンシャム テビ ホンニン イコウ ソンチョウ シエン キバン ツク

		日常生活自立支援事業 ニチジョウセイカツジリツシエンジギョウ		運用 ウンヨウ		〇日常生活自立支援事業の利用も考えられるが、お金が足りないとなると根本的な解決ではない
〇日常生活自立支援事業利用までの期間が長い
〇市社協の役割の周知 ニチジョウセイカツ ジリツシエンジギョウ リヨウ カンガ カネ タ コンポンテキ カイケツ ニチジョウセイカツジリツシエン ジギョウ リヨウ キカン ナガ シシャキョウ ヤクワリ シュウチ		◎日常生活自立支援事業の担う役割、流れの周知
→第４回協議会の内容で補完できるかも ニチジョウセイカツジリツシエンジギョウ ニナ ヤクワリ ナガ シュウチ ダイ カイ キョウギカイ ナイヨウ ホカン

		権利擁護全般 ケンリヨウゴ ゼンパン		普及啓発 フキュウケイハツ		〇権利擁護の普及啓発（理解と制度周知）
〇成年後見、権利擁護等各種普及啓発としてセミナー等を開催する上で集客力向上の為の効果的な具体策
〇金銭管理ができない認知症高齢者はどうやって生活しているのか実態が分からない ケンリヨウゴ フキュウケイハツ リカイ セイドシュウチ セイネンコウケン ケンリヨウゴ トウ カクシュフキュウケイハツ トウ カイサイ ウエ シュウキャクリョクコウジョウ タメ コウカテキ グタイサク キンセンカンリ ニンチショウコウレイシャ セイカツ ジッタイ ワ		◎各包括が取り組んでいる権利擁護に関する普及啓発事業の良い部分を横展開させる
◎支援者や近隣住民等のサポートにより在宅生活が継続できている人の事例を共有（必要なタイミングで公的サービスに繋げる必要はあり、その基準をどこに置くか） カクホウカツ ト ク ケンリヨウゴ カン フキュウケイハツ ジギョウ ヨ ブブン ヨコテンカイ シエンシャ キンリンジュウミントウ ザイタクセイカツ ケイゾク ヒト ジレイ キョウユウ ヒツヨウ コウテキ ツナ ヒツヨウ キジュン オ

				支援 シエン		〇金銭管理などの困難な高齢者を支える仕組みが不足している
〇日常生活上必要な毎日の金銭管理をする制度がない
〇毎日の金銭管理をする制度
〇日常の金銭管理を支え、見守る仕組みづくり
〇地域資源や支援機関等のマッチングの重要性
〇行政、警察、地域、本人・家族、事業者など必要機関との連携強化 ニチジョウセイカツジョウ ヒツヨウ マイニチ キンセンカンリ セイド マイニチ キンセンカンリ セイド ニチジョウ キンセンカンリ ササ ミマモ シク チイキシゲン シエンキカントウ ジュウヨウセイ		◎成年後見制度、日常生活自立支援事業のみでなく、複数の事業やサービスを組み合わせる
※見守りの部分はインフォーマルも必要（本人を支えるネットワークに、地域関係者も巻き込む） セイネンコウケンセイド ニチジョウセイカツジリツシエン ジギョウ フクスウ ジギョウ ク ア ミマモ ブブン ヒツヨウ ホンニン ササ チイキカンケイシャ マ コ

				消費者被害 ショウヒシャ ヒガイ		〇消費者被害にあわずに済むような対策の周知ができていない
〇消費者被害防止のための情報提供・周知活動を行う

		対象世帯 タイショウセタイ		本人・家族 ホンニン カゾク		〇認知症の方と判断能力の低い介護者に対する支援 ニンチショウ カタ ハンダン ノウリョク ヒク カイゴシャ タイ シエン

				支援者 シエンシャ		〇独居高齢者の認知症進行により近隣住民が金銭管理等の援助を行っている ドッキョコウレイシャ ニンチショウ シンコウ キンリンジュウミン キンセンカンリ トウ エンジョ オコナ
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（前頁続き）

カテゴリー 詳細 課題

日常生活自立支援事業 運用

・日常生活自立支援事業の利用も考えられるが、お金が足りない
　となると根本的な解決ではない
・日常生活自立支援事業利用までの期間が長い
・市社協の役割の周知

普及啓発

・権利擁護の普及啓発（理解と制度周知）
・成年後見、権利擁護等各種普及啓発としてセミナー等を開催する上
　で集客力向上の為の効果的な具体策
・金銭管理ができない認知症高齢者はどうやって生活しているの
　か実態が分からない

支援

・金銭管理などの困難な高齢者を支える仕組みが不足している
・日常生活上必要な毎日の金銭管理をする制度がない
・毎日の金銭管理をする制度
・日常の金銭管理を支え、見守る仕組みづくり
・地域資源や支援機関等のマッチングの重要性
・行政、警察、地域、本人・家族、事業者など必要機関との連携強化

消費者被害
・消費者被害にあわずに済むような対策の周知ができていない
・消費者被害防止のための情報提供・周知活動を行う

本人・家族 ・認知症の方と判断能力の低い介護者に対する支援

支援者
・独居高齢者の認知症進行により近隣住民が金銭管理等の援助を行っ
　ている

対象世帯

権利擁護全般

・権利擁護支援の検討に関する場面での課題が圧倒的に多く、本来であれば成年後見制度の活用が望ましい
方でも、うまく繋がらない（繋げられない）ケースがある。

・今年度から開始した「地域巡回講演会・個別相談会」や現在第３版の発行に向けて進めている「成年後見
制度活用に向けた手引き」をより広く周知することにより、解決できる課題もある。

・申立の準備から後見人が選任されるまでの課題も公的制度等で解決することが難しい。
（支援者や施設・病院等が困っている場合、どのように対応すればよいか。）


10.12打合せ用

		地域ケア会議参考　※令和5年度第4回 成年後見制度利用促進協議会　準備資料 チイキ カイギ サンコウ レイワ ネンド ダイ カイ セイネンコウケンセイド リヨウソクシンキョウギカイ ジュンビ シリョウ

		カテゴリー		詳細 ショウサイ		課題 カダイ

		日常生活自立支援事業 ニチジョウセイカツジリツシエンジギョウ		運用 ウンヨウ		・日常生活自立支援事業の利用も考えられるが、お金が足りない
　となると根本的な解決ではない
・日常生活自立支援事業利用までの期間が長い
・市社協の役割の周知 ニチジョウセイカツ ジリツシエンジギョウ リヨウ カンガ カネ タ コンポンテキ カイケツ ニチジョウセイカツジリツシエン ジギョウ リヨウ キカン ナガ シシャキョウ ヤクワリ シュウチ

		権利擁護全般 ケンリヨウゴ ゼンパン		普及啓発 フキュウケイハツ		・権利擁護の普及啓発（理解と制度周知）
・成年後見、権利擁護等各種普及啓発としてセミナー等を開催する上
　で集客力向上の為の効果的な具体策
・金銭管理ができない認知症高齢者はどうやって生活しているの
　か実態が分からない ケンリヨウゴ フキュウケイハツ リカイ セイドシュウチ セイネンコウケン ケンリヨウゴ トウ カクシュフキュウケイハツ トウ カイサイ ウエ シュウキャクリョクコウジョウ タメ コウカテキ グタイサク キンセンカンリ ニンチショウコウレイシャ セイカツ ジッタイ ワ

				支援 シエン		・金銭管理などの困難な高齢者を支える仕組みが不足している
・日常生活上必要な毎日の金銭管理をする制度がない
・毎日の金銭管理をする制度
・日常の金銭管理を支え、見守る仕組みづくり
・地域資源や支援機関等のマッチングの重要性
・行政、警察、地域、本人・家族、事業者など必要機関との連携強化 ニチジョウセイカツジョウ ヒツヨウ マイニチ キンセンカンリ セイド マイニチ キンセンカンリ セイド ニチジョウ キンセンカンリ ササ ミマモ シク チイキシゲン シエンキカントウ ジュウヨウセイ

				消費者被害 ショウヒシャ ヒガイ		・消費者被害にあわずに済むような対策の周知ができていない
・消費者被害防止のための情報提供・周知活動を行う

		対象世帯 タイショウセタイ		本人・家族 ホンニン カゾク		・認知症の方と判断能力の低い介護者に対する支援 ニンチショウ カタ ハンダン ノウリョク ヒク カイゴシャ タイ シエン

				支援者 シエンシャ		・独居高齢者の認知症進行により近隣住民が金銭管理等の援助を行っ
　ている ドッキョコウレイシャ ニンチショウ シンコウ キンリンジュウミン キンセンカンリ トウ エンジョ オコナ





検討案

		地域ケア会議参考　※令和5年度第4回 成年後見制度利用促進協議会　準備資料 チイキ カイギ サンコウ レイワ ネンド ダイ カイ セイネンコウケンセイド リヨウソクシンキョウギカイ ジュンビ シリョウ

		カテゴリー		詳細 ショウサイ		課題 カダイ		現在の取組状況／今後の動き ゲンザイ トリクミ ジョウキョウ コンゴ ウゴ

		成年後見制度 セイネンコウケンセイド		普及啓発 フキュウケイハツ		〇成年後見制度の普及啓発
〇成年後見制度の理解促進
〇成年後見制度についての相談先や理解が市民にも介護医療従事者にも普及が十分ではない
〇ケアマネや医療関係者が後見制度について知識がないと、必要な人に活用を提案することができない。相談先を教えてもらえると助かる
　（包括以外の相談先について周知されていない）
〇ケアマネジャー、医療機関など介護医療従事者に対する、成年後見制度の理解促進
〇医療・介護関係者を含めた第三者が、成年後見人の実務実態を知る機会が少ない セイネンコウケンセイド フキュウケイハツ セイネンコウケンセイド リカイソクシン セイネンコウケンセイド ソウダンサキ リカイ シミン カイゴイリョウジュウジシャ フキュウ ジュウブン イリョウカンケイシャ コウケンセイド チシキ ヒツヨウ ヒト カツヨウ テイアン ソウダンサキ オシ タス ホウカツ イガイ ソウダンサキ シュウチ イリョウキカン カイゴイリョウジュウジシャ タイ セイネンコウケンセイド リカイソクシン イリョウ カイゴ カンケイシャ フク ダイサンシャ セイネン コウケン ニン ジツム ジッタイ シ キカイ スク		◎成年後見制度地域巡回講演会・個別相談会
◎専門職向け研修会
◎支援者向け手引きの改訂・周知（活用促進） セイネンコウケンセイド チイキジュンカイ コウエンカイ コベツソウダンカイ センモンショクム ケンシュウカイ シエンシャ ム テビ カイテイ シュウチ カツヨウソクシン

				早期把握 ソウキ ハアク		〇成年後見人がいたほうがよいと思われるが、制度につながっていない高齢者が地域内にいる
〇ケアマネや訪問ヘルパーによる利用者の金銭管理支援を実態把握し、成年後見制度につなぐべき事例がないかチェックする
〇手続きが困難な高齢者を介護・医療の支援者はスムーズに成年後見制度につなぐ必要がある
〇成年後見制度についての理解が、市民にも介護・医療従事者にも行き届いていないために、活用が不十分		◎日常生活自立支援事業、成年後見制度等、利用できる制度やその対象者を改めて周知
→適切なタイミングで適切な制度に繋げることができるよう、共有する　※上記取組を含む ニチジョウセイカツジリツシエンジギョウ セイネンコウケンセイド トウ リヨウ セイド タイショウ シャ アラタ シュウチ テキセツ テキセツ セイド ツナ キョウユウ ジョウキトリクミ フク

				申立中 モウシタ チュウ		〇市長申立中でも施設や病院の支払が滞らない仕組みがない
〇成年後見の市長申立中に家賃を払い続けるので本人の財産が目減りする。回避する仕組みを創出する必要がある
〇市長申立での後見制度利用を検討したが、後見決定までの半年間、施設利用料などの支払いがストップしてしまうため施設側が受け入れに難色を示す
〇実際に後見人がつくまで入所を待ったケースがあった
〇成年後見申立て中の本人財産の利用の検討、また、申立て中に施設入所に至った場合の不要自宅家賃の保護		◎現在、公的制度の活用による解決が難しい
◎市長申立にせざるを得なくなる前から関わりのある世帯であれば、本人申立、補助・保佐の活用ができる段階から、成年後見制度の活用を検討してもらえると良い
（本人の状態を踏まえ、長期的視点をもった関わり）
→好事例の共有が参考になれば ゲンザイ コウテキセイド カツヨウ カイケツ ムズカ シチョウモウシタテ エ マエ カカ セタイ コウジレイ キョウユウ サンコウ

				支援 シエン		〇成年後見制度の利用や意思決定支援が重要
〇後見人が付いている高齢者の意向をどのように確認し関係者間で共有するとよいか
〇認知症高齢者の生活を支えるために今後更に、医療介護関係機関と成年後見人が連携を高める
〇将来を見据えて早くから法律家から家族へのアプローチが必要
〇成年後見人が孤立しないような施策（メンタルヘルスケア含む）		◎支援者間で連携を図るため、本人に近い福祉関係者が支援者等に声をかけてケース会議を開催する
※支援者向け手引きより
→本人の意向を尊重した支援の基盤を作る シエンシャカン レンケイ ハカ ホンニン チカ フクシカンケイシャ シエンシャ トウ コエ カイギ カイサイ シエンシャム テビ ホンニン イコウ ソンチョウ シエン キバン ツク

		日常生活自立支援事業 ニチジョウセイカツジリツシエンジギョウ		運用 ウンヨウ		〇日常生活自立支援事業の利用も考えられるが、お金が足りないとなると根本的な解決ではない
〇日常生活自立支援事業利用までの期間が長い
〇市社協の役割の周知 ニチジョウセイカツ ジリツシエンジギョウ リヨウ カンガ カネ タ コンポンテキ カイケツ ニチジョウセイカツジリツシエン ジギョウ リヨウ キカン ナガ シシャキョウ ヤクワリ シュウチ		◎日常生活自立支援事業の担う役割、流れの周知
→第４回協議会の内容で補完できるかも ニチジョウセイカツジリツシエンジギョウ ニナ ヤクワリ ナガ シュウチ ダイ カイ キョウギカイ ナイヨウ ホカン

		権利擁護全般 ケンリヨウゴ ゼンパン		普及啓発 フキュウケイハツ		〇権利擁護の普及啓発（理解と制度周知）
〇成年後見、権利擁護等各種普及啓発としてセミナー等を開催する上で集客力向上の為の効果的な具体策
〇金銭管理ができない認知症高齢者はどうやって生活しているのか実態が分からない ケンリヨウゴ フキュウケイハツ リカイ セイドシュウチ セイネンコウケン ケンリヨウゴ トウ カクシュフキュウケイハツ トウ カイサイ ウエ シュウキャクリョクコウジョウ タメ コウカテキ グタイサク キンセンカンリ ニンチショウコウレイシャ セイカツ ジッタイ ワ		◎各包括が取り組んでいる権利擁護に関する普及啓発事業の良い部分を横展開させる
◎支援者や近隣住民等のサポートにより在宅生活が継続できている人の事例を共有（必要なタイミングで公的サービスに繋げる必要はあり、その基準をどこに置くか） カクホウカツ ト ク ケンリヨウゴ カン フキュウケイハツ ジギョウ ヨ ブブン ヨコテンカイ シエンシャ キンリンジュウミントウ ザイタクセイカツ ケイゾク ヒト ジレイ キョウユウ ヒツヨウ コウテキ ツナ ヒツヨウ キジュン オ

				支援 シエン		〇金銭管理などの困難な高齢者を支える仕組みが不足している
〇日常生活上必要な毎日の金銭管理をする制度がない
〇毎日の金銭管理をする制度
〇日常の金銭管理を支え、見守る仕組みづくり
〇地域資源や支援機関等のマッチングの重要性
〇行政、警察、地域、本人・家族、事業者など必要機関との連携強化 ニチジョウセイカツジョウ ヒツヨウ マイニチ キンセンカンリ セイド マイニチ キンセンカンリ セイド ニチジョウ キンセンカンリ ササ ミマモ シク チイキシゲン シエンキカントウ ジュウヨウセイ		◎成年後見制度、日常生活自立支援事業のみでなく、複数の事業やサービスを組み合わせる
※見守りの部分はインフォーマルも必要（本人を支えるネットワークに、地域関係者も巻き込む） セイネンコウケンセイド ニチジョウセイカツジリツシエン ジギョウ フクスウ ジギョウ ク ア ミマモ ブブン ヒツヨウ ホンニン ササ チイキカンケイシャ マ コ

				消費者被害 ショウヒシャ ヒガイ		〇消費者被害にあわずに済むような対策の周知ができていない
〇消費者被害防止のための情報提供・周知活動を行う

		対象世帯 タイショウセタイ		本人・家族 ホンニン カゾク		〇認知症の方と判断能力の低い介護者に対する支援 ニンチショウ カタ ハンダン ノウリョク ヒク カイゴシャ タイ シエン

				支援者 シエンシャ		〇独居高齢者の認知症進行により近隣住民が金銭管理等の援助を行っている ドッキョコウレイシャ ニンチショウ シンコウ キンリンジュウミン キンセンカンリ トウ エンジョ オコナ
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